
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

３
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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
抄
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
）

二
・
三

（
略
）

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

現
に
許
可
済
猟
銃
（
所
持
し
よ
う
と
す
る
種
類
の
猟
銃
で
あ
つ
て
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
同
号
及

び
第
三
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
又
は
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で

定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）

二
～
六

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
）

第
九
条
の
十
三

政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
の
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
選
手
又
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
で
十
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
た
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め

、
当
該
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
当
該
射
撃
指
導
員
の
氏
名
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
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項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
を
提
出
し
て
、
そ
の
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
及
び
認
定
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ

い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
又
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
経
過
措
置
）

第
三
十
条
の
二

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
、
内
閣
府
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
政
令
、
内
閣
府
令
又
は
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過

措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
猟
銃
の
所
持
が
許
可
さ
れ
る
二
十
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
の
推
薦
）

第
十
一
条

（
略
）

２

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
地
の
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
加
盟
地
方
団
体
と
す
る
。

（
現
に
所
持
し
て
い
る
猟
銃
と
同
種
類
の
猟
銃
の
所
持
が
許
可
さ
れ
る
射
撃
競
技
選
手
に
係
る
射
撃
競
技
等
）

第
十
三
条

（
略
）

２

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の

住
所
地
の
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
加
盟
地
方
団
体
と
す
る
。

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
て
空
気
銃
を
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
射
撃
競
技
選
手
に
係
る
運
動
競
技
会
等
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

法
第
九
条
の
十
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
者
の
住
所
地
の
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
加
盟
地
方
団
体

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会


